
は
じ
め
に

　

飛
鳥
・
奈
良
朝
の
豪
族
と
し
て
知
ら
れ
た
下
毛
野
氏
は
、
平
安
時
代
に
な
る
と
近

衛
府
の
官
人
の
職
掌
を
世
襲
し
、
摂
関
家
の
随
身
と
し
て
家
人
化
し
て
い
っ
た
。

　

下
毛
野
氏
は
、
た
と
え
ば
、『
江
次
第
鈔
』
第
二
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
摂
関
家

の
大
臣
大
饗
に
お
い
て
「
鷹
飼
渡
」
を
勤
め
た
鷹
飼
の
家
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
る
。

『
続
古
事
談
』
巻
第
五
に
は
下
毛
野
公
久
が
参
入
し
た
鷹
飼
渡
の
説
話
が
収
め
ら
れ

て
い
る
。
ま
た
、『
古
今
著
聞
集
』
巻
一
六
に
も
鳥
柴
を
携
え
た
下
野
武
正
が
藤
原

家
成
秘
蔵
の
黒
馬
を
下
賜
さ
れ
た
説
話
が
見
え
る
。
あ
る
い
は
、『
徒
然
草
』
第

六
六
段
に
は
下
野
武
勝
が
近
衛
家
平
に
鳥
柴
の
作
法
を
申
し
述
べ
る
く
だ
り
も
見
ら

れ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
は
鷹
飼
と
し
て
の
下
毛
野
氏
が
広
く
認
知
さ
れ
て
い
た
こ
と

を
示
す
。
至
徳
三
年
（
一
三
八
六
年
）
に
二
条
良
基
が
著
し
た
と
さ
れ
る
『
嵯
峨
野

物
語
』
や
十
六
世
紀
半
ば
頃
に
松
田
宗
岑
（
下
毛
野
武
氏
の
弟
子
と
さ
れ
る
人
物
）①

が

著
し
た
と
さ
れ
る
『
蒙
求
臂
鷹
往
来
』
に
も
鷹
飼
と
し
て
の
下
毛
野
氏
の
活
躍
が
記

さ
れ
、
下
毛
野
氏
の
鷹
術
は
著
名
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
、
こ
れ
ま
で
の
日
本
史
や
日
本
文
学
の
研
究
に
お
い
て
は
、
摂
関
家
の
随

身
と
し
て
の
下
毛
野
氏
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た②

。
鷹
飼
と
し

て
の
下
毛
野
氏
に
つ
い
て
言
及
し
た
論
考
は
非
常
に
少
な
い③

。

　

と
こ
ろ
で
、
中
世
以
来
、
山
城
国
乙
訓
郡
に
お
い
て
調
子
庄
を
支
配
し
た
調
子
氏

は
下
毛
野
氏
の
直
系
を
称
し
、
摂
関
家
の
随
身
と
し
て
近
衛
官
人
の
官
途
を
受
け
継

い
で
い
た
。
当
家
に
は
調
子
家
文
書
と
称
さ
れ
る
古
文
書
群
が
伝
わ
り
、
そ
の
中
に

下
毛
野
氏
の
家
に
伝
わ
っ
た
鷹
術
に
関
す
る
伝
書
が
存
在
す
る
。
そ
の
伝
書
に
は
、

下
毛
野
氏
（
調
子
氏
）
の
鷹
術
を
象
徴
す
る
よ
う
な
記
載
が
確
認
で
き
、
同
氏
の
鷹

術
を
解
明
す
る
手
が
か
り
と
し
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
。

　

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
調
子
家
所
蔵
の
鷹
書
を
緒
口
に
し
て
、
下
毛
野
氏
の
鷹
術

伝
承
を
考
察
す
る
。
平
安
時
代
以
来
の
鷹
術
の
伝
統
と
関
わ
る
地
下
の
鷹
飼
の
実
相

を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
ま
ず
は
、
公
家
社
会
の
末
流
に
お
け
る
近
衛
官
人
と
し
て

の
下
毛
野
氏
が
伝
え
た
鷹
術
伝
承
の
意
味
を
読
み
解
い
て
み
た
い
。

一　

調
子
家
文
書
『
鷹
飼
に
関
す
る
口
伝
』

　

本
稿
で
取
り
上
げ
る
調
子
家
の
鷹
書
は
、
長
岡
京
市
教
育
委
員
会
所
蔵
『
鷹
飼
に

関
す
る
口
伝
』（
調
子
八
郎
家
文
書
四
―
四
九
）
の
写
真
版
で
あ
る
。
当
書
の
成
立
に

つ
い
て
は
、長
岡
京
市
史
資
料
集
成
Ⅰ
『
長
岡
京
市
の
古
文
書
』「
中
世
」④

に
よ
る
と
、

「
年
不
詳
な
が
ら
中
世
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
」
と
い
う
。
書
名
に
つ
い
て
は
、
同

教
育
委
員
会
に
よ
っ
て
名
付
け
ら
れ
た
仮
題
「
鷹
飼
に
関
す
る
口
伝
」
を
本
稿
も
踏

襲
す
る
。

　

当
書
の
内
容
と
構
成
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

第
一
条
〜
第
一
六
条
＝
鷹
を
神
社
に
奉
納
す
る
手
順
や
鷹
道
具
に
関
す
る
作
法

に
つ
い
て
。

1

一

下
毛
野
氏
の
鷹
術
伝
承

下
毛
野
氏
の
鷹
術
伝
承

― 

山
城
国
乙
訓
郡
調
子
家
所
蔵
の
鷹
書
を
手
が
か
り
に 

―

二
本
松　

泰　

子



二

2

第
一
七
条
〜
第
四
九
条
＝
鷹
の
薬
飼
に
つ
い
て
。

第
五
〇
条
〜
第
六
一
条
＝
鷹
の
架
繋
ぎ
の
作
法
に
つ
い
て
。

第
六
二
条
〜
第
六
五
条
＝
鷹
の
薬
飼
に
つ
い
て
。

第
六
六
条
〜
第
七
七
条
＝
鷹
の
一
二
顔
に
つ
い
て
。

第
七
八
条
〜
第
一
〇
一
条
＝
鷹
の
薬
飼
・
療
治
に
つ
い
て
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
本
書
に
は
鷹
の
薬
飼
と
療
治
に
つ
い
て
の
記
事
が
多
い
こ
と
に

気
が
つ
く
。
一
般
的
に
言
っ
て
、
鷹
の
薬
飼
や
療
治
の
方
法
に
関
す
る
情
報
は
多
く

の
鷹
書
に
掲
載
さ
れ
る
重
要
項
目
の
ひ
と
つ
で
は
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ほ
ぼ
テ

キ
ス
ト
ご
と
に
薬
の
処
方
や
効
能
、
治
療
の
技
術
・
方
法
に
つ
い
て
、
一
つ
一
つ
の

記
述
が
相
対
化
で
き
な
い
ほ
ど
異
な
っ
て
い
る
た
め
、
薬
飼
や
療
治
の
記
述
を
手
が

か
り
に
し
て
各
書
の
特
性
を
見
出
す
こ
と
は
難
し
い
。
当
書
に
お
い
て
も
薬
飼
や
療

治
の
内
容
は
他
の
鷹
書
に
例
を
見
な
い
。

　

ま
た
、
第
六
六
条
〜
第
七
七
条
に
記
載
さ
れ
て
い
る
「
鷹
の
十
二
顔
」
と
は
、
鷹

の
顔
を
「
鷲
顔
」
や
「
蛇
顔
」
な
ど
の
十
二
種
類
の
項
目
に
分
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の

特
徴
を
説
明
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
「
鷹
の
十
二
顔
」
は
、
鷹
詞
と
し
て
よ
く
知

ら
れ
て
い
た
も
の
ら
し
く
、
た
と
え
ば
、
江
戸
時
代
の
国
語
辞
典
で
あ
る
『
増
補
語

林
和
訓
栞
』
下
巻⑤

や
有
注
本
『
鷹
三
百
首
（
定
家
卿
）』「
春
」⑥

の
注
記
に
は
「
鷲
顔
」

に
つ
い
て
の
説
明
が
見
え
る
ほ
か
、
江
戸
時
代
に
成
立
し
た
図
版
入
り
の
鷹
書
で
あ

る
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
『
握
拳
』
上
巻
や
同
じ
く
江
戸
時
代
の
諏
訪
藩
に
伝
え
ら
れ
た

『
鷹
之
書
』
第
八⑦

、
奥
書
に
文
亀
三
年
（
一
五
〇
三
）
の
年
号
と
秋
山
近
江
守
泰
忠
の

署
名
が
あ
る
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
『
放
鷹
記
』
上
巻
や
立
命
館
大
学
図
書
館
西
園
寺
文

庫
蔵
『
鷹
秘
伝
書
』
な
ど
に
も
「
鷹
十
二
顔
」
の
記
述
が
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ

れ
ら
の
書
物
と
調
子
家
の
鷹
書
の
「
鷹
の
十
二
顔
」
と
は
内
容
が
全
く
異
な
っ
て
い

る
。
調
子
家
の
鷹
書
は
、
実
は
、
内
閣
文
庫
蔵
『
宇
津
宮
流
鷹
之
書
・
乾
坤
』
第
五

に
見
え
る
「
鷹
十
二
顔
之
事
」
に
最
も
近
い
。
た
だ
し
、『
宇
津
宮
流
鷹
之
書
・
乾
坤
』

と
同
じ
流
派
の
東
京
国
立
博
物
館
蔵
『
宇
津
宮
明
神
流
・
大
嵜
流　

全
』
に
記
載
さ

れ
る
「
鷹
顔
の
事
」
は
、『
宇
津
宮
流
鷹
之
書
・
乾
坤
』
や
調
子
家
の
鷹
書
と
は
全

く
異
な
っ
た
叙
述
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、「
鷹
の
十
二
顔
」
の
叙
述
は
、
同
じ
流
派
の
鷹
書
で
も
、
そ
の
叙

述
が
一
致
し
な
い
。
ま
た
、
先
に
挙
げ
た
よ
う
に
、
鷹
書
以
外
の
文
献
に
も
種
々
の

異
伝
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
記
述
は
、
テ
キ
ス
ト
の
属
性
と
は
関
係
な
く
普
遍

的
に
知
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
前
掲
の
薬
飼
や
療
治
の
記
事
と
同
様
、
こ
の
「
鷹

の
十
二
顔
」
の
叙
述
も
当
該
テ
キ
ス
ト
を
象
徴
す
る
記
述
と
は
な
り
え
な
い
。

　

以
上
の
「
薬
飼
・
療
治
」「
鷹
の
十
二
顔
」
以
外
の
、
第
一
条
〜
第
一
六
条
と
第

五
〇
条
〜
第
六
一
条
に
は
「
鷹
に
関
す
る
作
法
」
が
叙
述
さ
れ
て
い
る
。「
作
法
」

に
関
す
る
叙
述
は
、
い
わ
ゆ
る
有
職
故
実
の
知
識
と
し
て
教
養
書
的
な
要
素
が
窺
え

る
一
方
で
、
実
用
的
で
も
あ
る
こ
と
か
ら
流
派
ご
と
に
一
定
の
内
容
が
確
立
さ
れ
や

す
い
内
容
で
も
あ
る
。
本
書
の
中
で
、
テ
キ
ス
ト
の
属
性
が
顕
著
に
表
出
さ
れ
る
唯

一
の
部
分
と
い
え
る
。そ
の
第
一
条
〜
第
一
六
条
と
第
五
〇
条
〜
第
六
一
条
の
う
ち
、

類
似
す
る
用
例
が
他
文
献
で
確
認
で
き
る
の
は
、
第
一
条
・
第
二
条
・
第
三
条
・
第

四
条
・
第
五
条
・
第
一
〇
条
と
第
五
〇
条
〜
第
六
一
条
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
本
書
の
第
二
条
と
第
三
条
と
の
間
に
は
、「
口
傳
書
」
と
い
う
見
出

し
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、本
書
に
お
い
て
、第
三
条
〜
第
一
〇
一
条
は
「
口

傳
書
」
と
し
て
総
括
さ
れ
る
も
の
で
、
冒
頭
の
第
一
条
と
第
二
条
は
、
そ
れ
と
は
別

に
独
立
し
た
条
項
と
い
う
体
裁
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
わ
ざ
わ

ざ
冒
頭
に
掲
げ
ら
れ
、
し
か
も
別
格
に
扱
わ
れ
て
い
る
第
一
条
と
第
二
条
は
、
本
書

に
お
い
て
特
化
し
た
記
事
で
あ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

　

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
第
一
条
と
第
二
条
に
つ
い
て
取
り
上
げ
、
他
の
用
例
と
の

比
較
検
討
を
通
し
て
当
該
テ
キ
ス
ト
の
特
性
を
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。
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下
毛
野
氏
の
鷹
術
伝
承
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二　
『
鷹
飼
に
関
す
る
口
伝
』
第
一
条
・
第
二
条
に
つ
い
て

　

調
子
家
の
鷹
書
の
冒
頭
の
第
一
条
と
第
二
条
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
記
事
が
見
え

る
。（
翻
刻
す
る
に
際
し
て
、
句
読
点
は
私
に
補
っ
た
）

一　

神
社
ほ
う
へ
い
の
た
め
に
鷹
を
神
へ
た
て
ま
つ
る
に
は
、
ほ
こ
を
や
し
ろ

の
左
に
お
く
へ
し
。
か
ふ
き
の
も
と
、
同
や
し
ろ
の
方
に
成
て
ほ
こ
を
ゆ
ふ

へ
し
。
つ
な
き
や
う
は
、
ゑ
つ
に
あ
り
。
大
お
の
ふ
さ
を
さ
か
さ
ま
に
す
る

こ
と
を
い
む
へ
し
。
鞭
と
餌
袋
は
宮
司
に
渡
へ
し
。

一　

ほ
こ
の
高
さ
四
尺
三
寸
二
分
。
か
ふ
き
、は
し
ら
の
と
に
出
分
二
寸
二
分
。

ほ
こ
、
き
ぬ
の
す
ん
は
、
は
し
ら
の
あ
い
た
に
よ
る
へ
し
。
た
て
さ
ま
は
三

尺
三
寸
二
分
。
上
は
竹
に
ぬ
い
く
く
む
。
ぬ
の
ゝ
は
し
を
、
う
ら
に
な
す
へ

し
。
す
そ
は
少
は
つ
す
へ
し
。
ぬ
い
あ
わ
せ
は
合
ぬ
い
に
し
て
、
二
と
を
り

つ
ゝ
ぬ
ふ
へ
し
。
す
そ
の
か
た
を
三
寸
二
分
ぬ
い
に
す
。
き
く
と
ち
く
ろ
か

わ
な
り
。

右
の
う
ち
、
第
一
条
に
は
、
神
社
奉
幣
の
た
め
に
鷹
を
神
に
奉
る
作
法
、
第
二
条
に

は
、架
に
関
す
る
寸
法
や
そ
れ
に
掛
け
る
布
に
つ
い
て
の
寸
法
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
類
似
す
る
用
例
と
し
て
は
、『
責
鷹
似
鳩
拙
抄
』⑧

に
見
え
る
以
下
の
よ
う
な

記
事
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　
　

鷹
之
書　
此
書
も
所
持
之
抄
也
。
旅
宿
の
た
め
抜
書
に
注

也
。
秘
す
る
抄
物
也
。
仍
右
之
抄
に
閉
加
者
也
。

一　

神
社
俸（

奉
）幣

の
た
め
に
鷹
を
奉
に
は
、
架
を
社
の
左
の
方
に
、
か
ぶ
き
の
木

を
社
の
方
に
な
し
て
つ
な
ぐ
べ
し
。
つ
な
ぎ
や
う
は
常
の
ご
と
し
。
大
緒
の

ふ
さ
を
逆
に
す
る
事
を
殊
に
禁
べ
し
。
鞭
餌
袋
は
宮
司
を
渡
すを

く
イ

べ
き
也
。

常
の
ご
と
し
。
又
鷹
の
祈
祷
の
た
め
に
参
詣
申
つ
な
ぐ
事
有
。
つ
な
ぎ
様
は

小
鷹
つ
な
ぎ
な
る
べ
し
。

一　

架
の
た
か
さ
四
尺
三
寸
一二

イ

分
。
か
ぶ
き
同
。
柱
の
ふ
と
さ
は
二
寸
三
分
。

か
ぶ
き
柱
よ
り
外
に
あ
ま
る
分
四
寸
八
分
。
惣
の
長
サ
六
尺
二
寸
。
臺
の
た

か
さ
五
寸
六
分
。
お
も
て
の
ひ
ろ
さ
六
尺
二
寸
。
だ
い
の
た
か
さ
五
寸
六
分
。

お
も
て
の
ひ
ろ
さ
六
寸
六
分
。
お
も
て
の
両
の
は
し
を
お
と
す
べ
し
。
長
サ

二
尺
五
寸
二
分
。
か
ぶ
き
に
つ
ぼ
が
ね
四
ツ
。
は
し
ら
に
一
づ
ゝ
う
つ
べ
し
。

下
の
よ
こ
木
は
臺
の
間
に
し
て
、
は
し
を
臺
の
う
ち
に
さ
し
と
む
る
な
り
。

作
木
な
る
べ
し
。
二
架
の
長
サ
一
丈
一
尺
六
寸
。
つ
ぼ
が
ね
五
ツ
。
柱
の
つ

ぼ
同
前
。
鷹
は
本
。
兄
鷹
は
末
に
つ
な
ぐ
べ
し
。
坪
が
ね
う
た
ず
ば
鷹
末
に

つ
な
ぐ
べ
し
。
架
の
木
は
檜
柞
を
ほ
ん
と
す
る
也
。

一　

架
布
敷
は
柱
の
間
に
し
た
が
ふ
べ
し
。
竪
様
に
し
て
三
尺
三
寸
二
分
。
上

は
竹
に
ぬ
い
く
ゝ
み
、
布
の
は
し
を
う
ら
に
な
す
べ
し
。
す
そ
は
少
は
づ
す

べ
し
。
縫
合
は
合
縫
に
し
て
、
二
と
を
り
づ
ゝ
ぬ
う
べ
し
。
す
そ
の
方
を
三

寸
二
分
縫
に
し
て
き
く
と
ぢ
あ
り
。
く
ろ
革
に
て
お
も
て
の
か
た
に
む
す
び

め
あ
る
べ
し
。
ぬ
い
め
よ
り
上
は
み
じ
か
く
下
長
。
惣
長
さ
八
分
。
上
の
竹

の
き
わ
に
と
ん
ぼ
う
む
す
び
あ
る
べ
し
。
口
は
上
に
な
る
べ
し
。
布
あ
さ
ぎ

に
そ
む
る
也
。
む
ら
さ
き
は
斟
酌
也
。
も
ん
を
つ
け
ば
虎
豹
を
付
べ
し
。
と

ら
は
本
木
の
か
た
に
あ
る
べ
し
。
か
ぶ
き
と
架
布
の
間
一
寸
八
分
。

右
掲
の
傍
線
部
が
調
子
家
の
鷹
書
と
類
似
す
る
記
述
で
あ
る
。
こ
の
『
責
鷹
似
鳩
拙

抄
』
と
は
、
奥
書
に
持
明
院
基
春
の
署
名
と
永
正
三
年
（
一
五
〇
六
）
二
月
の
年
号

が
あ
り
、
内
閣
文
庫
蔵
『
持
明
院
家
鷹
秘
書
』
の
第
五
に
所
収
さ
れ
て
い
る
。『
持

明
院
家
鷹
秘
書
』
は
、
基
春
が
集
め
た
十
種
類
の
鷹
書
の
集
成
で
あ
る
。
持
明
院
家

は
、
姻
戚
関
係
の
あ
る
西
園
寺
家
よ
り
鷹
術
を
伝
授
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
り⑨

、

室
町
期
以
降
は
、
堂
上
の
鷹
の
家
の
代
表
的
な
存
在
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
調
子
家
の

鷹
書
の
第
二
条
に
見
え
る
「
架
や
布
に
つ
い
て
の
寸
法
」
の
説
明
は
、
例
え
ば
同
じ

基
春
の
著
作
に
な
る
『
鷹
経
弁
疑
論
』⑩

な
ど
、
他
の
持
明
院
流
の
鷹
書
に
も
多
数
記

載
さ
れ
て
い
る
。
寸
法
の
数
値
に
若
干
の
異
同
が
あ
る
と
し
て
も
、
架
や
架
布
に
関

す
る
鷹
道
具
の
説
明
は
種
々
の
鷹
書
類
に
多
数
記
載
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
第
一
条
の
「
鷹
を
神
に
奉
る
作
法
」
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
作
法
の
説
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明
は
、『
責
鷹
似
鳩
拙
抄
』以
外
の
公
家
流
の
鷹
書
類
に
は
ほ
と
ん
ど
見
当
た
ら
な
い
。

「
鷹
を
神
へ
奉
る
」
作
法
と
は
、
贄
鷹
の
神
事
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

鷹
詞
と
し
て
の
「
贄
鷹
」
が
和
歌
に
詠
み
こ
ま
れ
る
例
は
散
見
で
き
る
も
の
の
、
そ

れ
は
神
事
に
お
け
る
作
法
の
説
明
と
い
っ
た
類
の
も
の
で
は
な
い
。「『
責
鷹
似
鳩
拙

抄
』
以
外
で
類
似
の
礼
法
が
確
認
で
き
る
の
は
、
唯
一
、
内
閣
文
庫
蔵
『
持
明
院
家

鷹
秘
書
』
第
六
に
見
え
る
「
贄
鷹
」
の
架
繫
ぎ
の
図
示
が
挙
げ
ら
れ
る
。『
持
明
院

家
鷹
秘
書
』
第
六
は
、
末
尾
に
基
春
の
子
で
あ
る
持
明
院
基
規
の
名
前
が
見
え
る
持

明
院
家
の
鷹
書
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
調
子
家
の
鷹
書
の
第
六
一
条
の
「
神
参

鷹
」
の
架
繫
ぎ
の
図
と
非
常
に
似
て
い
る
。
そ
も
そ
も
調
子
家
の
鷹
書
の
第
五
〇
条

〜
第
六
一
条
に
見
え
る
架
繫
ぎ
の
図
示
は
、
い
ず
れ
も
『
持
明
院
家
鷹
秘
書
』
第
六

に
見
え
る
架
繫
ぎ
の
図
示
と
酷
似
す
る
。
そ
の
他
に
も
、
調
子
家
の
鷹
書
の
第
三
条

「
大
鷹
の
脚
緒
」
第
四
条
「
兄
鷹
の
大
緒
」
第
五
条
「
鷂
の
大
緒
」
第
一
〇
条
「
鷹

た
ぬ
き
」
の
説
明
が
『
持
明
院
家
鷹
秘
書
』
第
六
に
見
え
る
記
述
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
。

調
子
家
の
鷹
書
の
「
神
参
鷹
」
の
架
繫
ぎ
の
図
と
「
贄
鷹
」
の
架
繫
ぎ
の
図
の
類
似

は
、
む
し
ろ
調
子
家
の
鷹
書
と
持
明
院
家
の
鷹
書
と
の
テ
キ
ス
ト
の
上
で
の
近
接
し

た
関
係
を
窺
わ
し
め
る
一
例
と
見
做
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、『
責
鷹
似
鳩
拙
抄
』

の
著
者
で
あ
る
持
明
院
基
春
と
そ
の
子
息
の
基
規
は
、
種
々
多
様
な
鷹
書
類
を
雑
駁

に
蒐
集
し
て
書
写
し
、
自
家
の
テ
キ
ス
ト
と
し
た
と
い
う⑪

。『
責
鷹
似
鳩
拙
抄
』
記

載
の
「
鷹
を
神
に
奉
る
作
法
」
の
記
事
に
つ
い
て
も
、
持
明
院
流
の
鷹
術
の
実
情
に

即
し
た
叙
述
と
い
う
よ
り
も
、
基
春
が
蒐
集
し
た
鷹
書
類
か
ら
引
用
し
た
文
献
上
の

知
識
で
あ
る
可
能
性
が
予
想
さ
れ
る
。

　

そ
の
他
に
、「
鷹
を
神
へ
奉
る
」
儀
礼
（
贄
鷹
の
神
事
）
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
作

法
を
記
載
す
る
公
家
流
の
鷹
書
は
見
当
た
ら
な
い
。
こ
の
儀
礼
は
、
公
家
流
の
鷹
術

に
お
い
て
は
そ
れ
ほ
ど
重
要
視
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
判
じ
ら
れ
る
。

　

一
方
、
調
子
家
の
鷹
書
で
は
、
前
に
触
れ
た
よ
う
に
、
第
六
一
条
に
も
「
神
参
鷹
」

の
架
繫
ぎ
が
図
示
さ
れ
て
い
る
。
第
一
条
の
本
文
で
「
つ
な
き
や
う
は
、
ゑ
つ
に
あ

り
」
と
記
す
の
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
持
明
院
家

の
膨
大
に
あ
る
鷹
書
群
の
中
で
、
神
前
に
お
け
る
鷹
の
作
法
を
記
す
の
は
、
右
掲
の

『
責
鷹
似
鳩
拙
抄
』
の
記
事
と
『
持
明
院
家
鷹
秘
書
』
第
六
の
図
示
の
み
で
あ
る
。

相
対
的
に
調
子
家
の
鷹
書
が
、「
鷹
を
神
へ
奉
る
」
儀
礼
に
つ
い
て
比
重
を
置
い
て

い
る
姿
勢
が
窺
え
よ
う
。
あ
る
い
は
、
調
子
家
で
は
、
実
際
に
こ
の
儀
礼
を
行
っ
て

い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

ち
な
み
に
、
こ
の
部
分
の
記
述
は
、
立
命
館
大
学
図
書
館
西
園
寺
文
庫
蔵
『
十
二

繫
図　

外
四
巻
合
冊
』
の
『
十
二
繫
図
』
に
も
、『
責
鷹
似
鳩
拙
抄
』
か
ら
の
書
写

で
あ
る
こ
と
を
明
記
し
た
上
で
引
用
さ
れ
て
い
る
。
同
書
は
、
奥
書
等
は
確
認
で
き

な
い
が
、
一
丁
表
に
「
藤
井
蔵
圖
書
記
」
の
印
が
見
え
、
奥
書
に
も
「
藤
井
蔵
書
」

の
印
が
あ
る
。『
地
下
家
伝
』⑫

に
よ
る
と
藤
井
家
は
代
々
に
わ
た
っ
て
衛
門
府
の
衛

士
に
補
さ
れ
た
地
下
官
人
の
家
柄
で
あ
る
。
江
戸
時
代
に
は
地
下
の
有
職
家
と
し
て

も
知
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
『
十
二
繫
図
』
に
当
該
の
記
述
が
引
用
さ
れ
る
の
は
、
こ

れ
が
京
都
の
鷹
書
特
有
の
流
儀
で
あ
る
こ
と
を
示
す
一
例
と
い
え
よ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、「
鷹
を
神
に
奉
る
作
法
」
の
用
例
は
、
諏
訪
流
の
鷹
書
類
に
は
多
数

確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
諏
訪
流
の
鷹
術
が
諏
訪
大
社
の
贄
鷹
の
神
事
か

ら
発
し
た
も
の
に
よ
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
禰
津
松
鷂
軒
（
信
直
）
の
著
作

に
な
る
諏
訪
・
禰
津
流
の
鷹
書
の
『
禰
津
松
鷂
軒
記
』⑬

に
は
、

一　

仏
詣
社
参
の
時
た
か
を
つ
な
ぐ
や
う
。つ
な
ぎ
め
を
わ
に
ぐ
ち
に
心
得
て
、

大
緒
を
か
ね
の
緒
と
心
得
て
、
わ
き
へ
お
さ
む
べ
か
ら
ず
。
一
す
ぢ
わ
に
し

て
、
ひ
き
そ
ろ
へ
て
さ
げ
べ
し
。
ゆ
が
け
を
ふ
ち
に
お
さ
め
て
、
鷹
の
た
な

さ
き
の
か
た
の
ほ
こ
の
わ
き
に
た
て
べ
し
。
是
は
御
へ
い
の
心
也
。
是
を
七

難
そ
く
め
つ
七
福
即
生
と
い
ふ
な
り
。

　
　
　
（
中
略
）

一　

神
前
に
ほ
こ
を
ゆ
ふ
事
。
さ
か
木
を
た
て
、
一
方
に
く
ぬ
ぎ
ひ
の
木
を
鷹

の
手
さ
き
に
た
て
る
。
ほ
こ
に
は
、
春
は
梅
、
夏
は
柳
、
秋
は
楓
、
冬
は
松
。
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つ
な
ぎ
や
う
、
む
す
び
や
う
さ
げ
る
也
。
ゆ
め

く
わ
き
へ
お
さ
め
ぬ
也
。

心
得
べ
し
。

　
　
　
（
中
略
）

一　

神
に
鷹
を
お
さ
む
る
に
は
。
む
ち
を
ば
当
座
に
な
に
木
の
枝
に
て
も
き
る

也
。

と
記
さ
れ
る
。
ま
た
、松
鷂
軒
の
高
弟
の
一
人
で
あ
る
荒
井
豊
前
守
の
著
で
あ
る『
荒

井
流
鷹
書
』⑭

に
は
、

一　

神
前
に
鷹
縻
事

　

架
へ
寄
三
度
拝
し
て
可
縻
。
大
緒
を
く
さ
り
て
、
大
鷹
な
ら
ば
木
崎
へ
一
筋

留
る
な
り
。
一
筋
を
ば
其
ま
ゝ
置
て
鐘
の
緒
と
心
得
べ
し
。
鷹
を
申
お
ろ
す

時
、
彼
大
緒
を
か
ね
の
を
と
し
て
申
お
ろ
す
な
り
。
鷹
斗
の
時
は
御
に
ゑ
鷹

と
申
也
。

一　

神
前
に
構
ゆ
ひ
様
の
事

　

神
の
左
に
可
結
。
御
前
に
も
結
也
。

　

御
に
ゑ
鷹　
【
図
】

一　

神
馬
鷹
の
事

　

鷹
に
馬
を
添
て
参
ら
す
る
を
神
馬
鷹
と
云
也
。
神
の
御
目
に
掛
る
時
は
。
馬

引
轡
を
な
ら
し
。
其
時
鷹
匠
と
馬
引
を
目
合
し
て
。
神
に
向
紋
を
唱
べ
し
。

其
後
鷹
を
架
に
縻
。
本
木
へ
大
緒
を
一
筋
留
る
。
末
木
へ
一
筋
留
る
。
如
斯

両
方
へ
大
緒
を
留
て
。
本
木
の
方
へ
三
足
後
さ
ま
に
あ
ゆ
み
寄
て
。
鞭
を
架

な
り
に
。
ひ
さ
く
は
な
を
末
木
へ
し
て
。
本
木
の
方
に
可
置
。
鷹
に
鞭
を
當

て
押
上
て
。
構
は
つ
か
せ
て
立
の
く
べ
し
。
其
後
申
お
ろ
す
時
。
本
木
の
大

緒
を
と
き
て
申
お
ろ
す
べ
し
。
扨
末
木
の
大
緒
を
も
と
き
て
居
か
ゆ
る
也
。

秘
。
能
々
口
傳
可
有
也
。

　
　
　
（
中
略
）

一　

諏
訪
の
御
前
に
鷹
を
縻
事

　

昔
は
白
張
装
束
に
て
鷹
に
も
し
て
を
切
付
て
参
ら
せ
た
る
也
。
当
世
は
事
新

敷
と
て
せ
ぬ
也
。
鷹
を
指
上
て
居
。
鳥
居
の
本
に
て
す
わ
の
も
ん
を
七
辺
唱

へ
。
又
縁
の
き
わ
に
て
五
辺
。
神
前
に
て
三
辺
つ
く
ぼ
う
て
可
唱
。
鷹
は
神

の
方
へ
向
て
可
居
。
鷹
二
つ
の
時
は
。
神
の
左
右
に
つ
く
ぼ
う
也
。
何
も
神

に
向
せ
べ
し
。
口
傳
。

と
見
え
る
。
傍
線
部
は
、
両
書
に
お
い
て
類
似
の
作
法
が
確
認
で
き
る
部
分
で
、
そ

れ
に
よ
る
と
、
ど
ち
ら
も
神
前
で
鷹
を
繋
ぐ
際
に
は
、
大
緒
の
一
筋
を
鐘
の
緒
と
見

做
す
と
い
う
。
こ
れ
は
『
荒
井
流
鷹
書
』
に
説
明
さ
れ
る
よ
う
に
「
御
に
ゑ
鷹
」（
贄

鷹
）
の
作
法
で
、
調
子
家
の
鷹
書
の
第
一
条
に
相
応
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
こ
に
見
え
る
諏
訪
の
贄
鷹
の
作
法
は
調
子
家
の
鷹
書
の
作
法
と
は
一
致
し
な
い
。

さ
ら
に
、『
荒
井
流
鷹
書
』
に
は
「
神
馬
鷹
」
の
作
法
や
諏
訪
の
御
前
に
鷹
を
繫
ぐ

礼
法
が
記
さ
れ
る
な
ど
、
諏
訪
の
神
事
の
説
明
が
続
く
が
、
こ
れ
に
も
調
子
家
の
鷹

書
と
重
な
る
よ
う
な
記
述
は
見
当
た
ら
な
い
。
諏
訪
流
の
鷹
書
が
示
す
贄
鷹
の
作
法

と
調
子
家
の
鷹
書
の
作
法
と
は
異
質
な
も
の
で
あ
る
。
調
子
家
の
鷹
書
の
記
載
す
る

「
鷹
を
神
に
奉
る
作
法
」
が
諏
訪
の
贄
鷹
の
神
事
と
無
関
係
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で

き
る
。

三　

調
子
家
の
鷹
術
伝
承

　

次
に
、
下
毛
野
氏
の
携
え
た
鷹
術
伝
承
の
も
う
一
つ
の
例
と
し
て
、
調
子
家
の
家

伝
に
見
え
る
由
緒
書
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
る
。
調
子
八
郎
家
所
蔵
の
年
月
日
未
詳

『
調
子
家
由
緒
書
』⑮

に
は
、
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
見
え
る
。

　
　

調
子
員
数

　
　

 
奉
レ

預
二

御
随
身
職
一

御
役
儀
勤
来
候
、
則
調
子
知
行
等
、
上
古
者
調
子
村
一
職

本
地
被
下
并
丹
波
之
石
田
庄
下
司
職
、
近
江
ニ
而
穴
尾
庄
、
同
粟
本
、
河
内
ニ

片
野
禁
野
両
郷
之
段
別
、
是
ハ
調
子
預
申
、
御
鷹
ニ
而
禁
野
之
三
足
雉
を
と
ら

せ
、
忽
天
子
御
脳（

悩
）平

安
故
、
御
ほ
う
び
と
し
て
千
貫
文
之
段
別
被
下
、
又
改
テ
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鷹
飼
之
御
倫（

綸
）旨

頂
載（

戴
）仕

、
于
今
其
時
之
鷹
装
束
道
具
以
下
御
綸
旨
書
物
等
御
座

候
事
、（
後
略
）

こ
れ
に
よ
る
と
、
当
家
が
御
鷹
飼
と
し
て
河
内
国
の
「
片
野
禁
野
」
を
管
理
す
る
よ

う
に
な
っ
た
の
は
、
三
本
足
の
雉
を
退
治
し
た
褒
賞
で
あ
る
と
い
う
。「
片
野
禁
野
」

と
は
、
河
内
国
交
野
郡
（
現
・
交
野
市
全
域
と
枚
方
市
・
寝
屋
川
市
の
一
部
）
の
北
部
に

あ
っ
た
天
皇
の
狩
猟
地
で
あ
る
。『
山
槐
記
』
応
保
元
年
（
一
一
六
一
）
一
二
月
二
三

日
条⑯

に
は
、

　
　

 

片
野
御
鷹
飼
下
毛
野
武
安
・
知
武
訴
申
、
免
田
作
人
不
レ

弁
二

地
利
一

、
任
二

先
例
一

賜
二

所
牒
一

令
レ

果
レ

事
、
又
為
二

楠
葉
御
牧
住
人
一

御
鷹
飼
等
被
レ

追
二

捕
住
宅
一

、

并
凌
破
□
了
（
下
略
）

と
あ
り
、
片
野
（
交
野
）
の
御
鷹
飼
の
「
下
毛
野
武
安
・
知
武
」
が
楠
葉
牧
の
住
人

に
追
捕
さ
れ
た
と
見
え
る
。
ま
た
、
調
子
八
郎
家
所
蔵
の
健
保
六
年
（
一
二
一
八
）

四
月
付
「
蔵
人
所
牒
写
」⑰

に
は
、

　
　

 

蔵
人
所
牒　

河
内
国
交
野
禁
野

　
　

 

応
令
早
任
右
近
衛
府
生
下
野
朝
俊
譲
補
御
鷹
飼
職
事
（
中
略
）

　
　

 

牒
、
得
彼
能
武
去
三
月　

日
解
状
、
承
元
四
年
二
月
廿
六
日
任
御
鷹
飼
朝
俊
之

譲
、
御
牒
畢
（
下
略
）

と
あ
り
、
交
野
禁
野
の
御
鷹
飼
職
が
下
野
朝
俊
か
ら
能
武
に
譲
ら
れ
た
こ
と
が
記
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
「
能
武
」
と
は
、「
下
野
朝
俊
」
の
養
子
と
な
っ
た
人
物
で
あ
る⑱

。

さ
ら
に
、
宝
治
二
年
（
一
二
四
八
）
一
二
月
付
「
蔵
人
所
牒
写
」⑲

に
は
、

　
　

 

蔵
人
所
牒
河
内
国
交
野
禁
野
司　

　
　

応
令
早
任
右
近
衛
府
生
下
野
能
武
譲
以
男
武
貞
補
御
鷹
飼
職
事
使
（
中
略
）

　
　

 

牒
、（
中
略
）
爰
能
武
去
承
元
年
中
被
補
置
件
職
以
降
有
勤
無
怠
、
年
齢
漸
及
八

旬
、
後
栄
残
日
少
所
労
随
日
増
気
無
減
少
、
然
間
、
任
先
例
、
以
息
男
武
貞
欲

被
補
彼
職
矣
者
、早
任
能
武
譲
、以
男
武
貞
可
為
御
鷹
飼
之
職
之
状
如
件
（
下
略
）

と
あ
り
、
同
じ
く
交
野
禁
野
の
御
鷹
飼
職
が
下
野
能
武
か
ら
下
野
武
貞
に
譲
ら
れ
た

こ
と
が
見
え
る
。
こ
れ
ら
の
文
書
に
よ
り
、
中
世
に
お
い
て
、
交
野
禁
野
の
御
鷹
飼

職
は
下
毛
野
氏
の
一
族
に
世
襲
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。『
調
子
家
由
緒

書
』
に
見
え
る
交
野
禁
野
の
賜
領
譚
は
、
こ
の
よ
う
な
史
実
を
受
け
継
ぐ
伝
承
で
あ

ろ
う
。

　

さ
て
、
そ
の
調
子
氏
が
交
野
の
禁
野
を
賜
領
さ
れ
る
由
来
と
な
っ
た
三
本
足
の
雉

退
治
の
モ
チ
ー
フ
は
、
鷹
書
の
中
で
も
類
話
が
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
宮
内
庁
書

陵
部
蔵
『
放
鷹
記
』
に
は
、
以
下
の
よ
う
に
見
え
る
。

　
　

 

一　

金
野
の
き
み
の
事　

又
は
交
野
の
き
み
と
云
也
。
交
野
の
う
ち
に
禁
野
と

云
在
所
有
る
也
。
昔
は
、
此
字
を
用
ひ
侍
る
也
。
文
徳
天
皇
の
御
宇
に
、
や
ま

と
哥
の
郡
よ
り
ま
い
る
。
け
て
う
か
た
つ
に
取
て
、
御
門
を
脳
み
奉
る
。
御
子

の
惟
高
の
親
王
、
聞
召
て
、
河
内
交
野
に
こ
ゑ
て
狩
し
給
ふ
也
。
是
は
鷂
を
つ

か
ひ
給
へ
る
也
。
在
原
業
平
、
御
供
申
奉
る
。
是
又
、
め
い
よ
の
鷹
か
ひ
也
。

然
間
、
あ
や
し
き
鳥
を
思
ひ
の
ま
ゝ
に
と
り
給
ふ
也
。
三
足
の
雉
也
。
刃
の
き

みし
也

是
な
り
。
此
鳥
の
羽
、
つ
る
き
の
こ
と
く
な
る
か
ゆ
へ
に
、
や
ひ
は
の
雉
と

云
。
御
脳
た
ち
ま
ち
平
癒
な
ら
せ
給
ふ
也
。
そ
れ
よ
り
此
か
た
、
今
に
至
ま
て

三
足
の
雉
を
御
調
に
そ
な
へ
奉
る
也
。
今
は
、
常
の
雉
に
別
の
鳥
の
足
を
一
つ

つ
き
て
そ
な
へ
ま
い
ら
す
る
也
。

右
掲
の
叙
述
に
よ
る
と
、
文
徳
天
皇
の
御
悩
を
平
癒
さ
せ
る
た
め
に
、
惟
喬
親
王
が

「
め
い
よ
の
鷹
か
ひ
」
で
あ
る
在
原
業
平
を
伴
に
し
て
、
交
野
の
禁
野
に
て
三
本
足

の
雉
を
退
治
し
た
と
見
え
る
。
そ
れ
以
降
、
御
調
に
は
三
本
足
の
雉
を
供
え
る
よ
う

に
な
り
、
今
で
は
別
の
鳥
の
足
を
一
本
添
え
て
三
本
足
に
し
て
い
る
と
い
う
。
同
書

で
は
、
三
本
足
の
雉
を
退
治
す
る
「
名
誉
の
鷹
飼
」
が
『
調
子
家
由
緒
書
』
と
は
相

違
し
て
業
平
と
な
っ
て
い
る
。『
伊
勢
物
語
』
第
八
二
段
に
見
え
る
惟
喬
親
王
と
業

平
の
交
野
の
狩
り
の
説
話
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
設
定
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
本
話

に
は
、
雉
を
退
治
す
る
鷹
飼
名
誉
譚
の
様
相
も
見
出
せ
る
一
方
で
、
三
本
足
の
雉
を

御
調
に
供
え
る
由
来
譚
と
も
な
っ
て
い
る
。
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ま
た
、
藤
原
定
家
・
二
条
為
家
父
子
の
問
答
形
式
の
鷹
書
で
あ
る
『
定
家
問
答
』⑳

で
は
、「
三
本
足
の
雉
」
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
叙
述
し
て
い
る
。

　
　

一　

三
足
の
雉
子
と
申
如
何
。

　
　

 

答
云
。
有
時
、
御
門
、
御
な
ふ
な
り
し
時
、
さ
う
人
う
ら
な
ひ
奉
れ
ば
、
か
た

野
に
三
足
あ
り
し
雉
子
、
御
狩
あ
り
て
お
ほ
鷹
に
て
彼
三
足
の
雉
子
、
と
り
給

へ
ば
、
す
な
は
ち
御
悩
平
給
也
。
其
後
、
祭
事
に
別
の
雉
子
の
足
を
取
、
三
足

に
む
す
び
付
、
御
祭
事
有
け
る
と
云
々
。

　
『
調
子
家
由
緒
書
』
や
『
放
鷹
記
』
に
比
し
て
随
分
と
簡
略
化
し
て
い
る
が
、
概

要
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
た
だ
、
三
本
足
の
雉
を
狩
っ
た
人
物
に
つ
い
て
は
言
及
し

て
い
な
い
。
そ
し
て
や
は
り
、
祭
事
の
由
来
譚
と
な
っ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
近
衛
前
久
の
著
で
あ
る
『
龍
山
公
鷹
百
首
』㉑

で
は
、
三
本
足
の
雉
説
話

を
以
下
の
よ
う
に
叙
述
し
て
い
る
。

　
　

 

ま
ち
か
け
の
事
。
昔
、
禁
野
の
雉
、
八
重
羽
に
し
て
、
足
も
三
あ
り
と
注
之
。

合
す
る
鷹
を
と
り
こ
ろ
し
け
る
化
鳥
也
。
其
時
ま
ち
か
け
を
た
く
み
出
し
、
彼

化
鳥
を
と
ら
せ
け
る
と
な
ん
。
そ
れ
よ
り
ま
ち
か
け
始
て
、
あ
ら
鷹
な
ど
の
か

た
い
り
な
る
を
と
り
か
ふ
に
は
、
待
か
け
に
あ
は
す
れ
ば
、
や
す
く
と
る
に
よ

り
用
之
。
雉
の
足
を
別
足
と
い
ひ
な
ら
は
す
事
、
禁
野
の
雉
よ
り
お
こ
れ
り
。

当
事
あ
な
が
ち
足
三
ツ
な
け
れ
共
、
雉
の
足
に
か
ぎ
り
、
今
に
別
足
と
云
也
。

同
事
な
が
ら
山
鳥
の
足
を
ば
別
鳥
と
云
べ
か
ら
ず
と
也
。
右
の
子
細
は
高
国
朝

臣
彼
諸
木
抄
廿
巻
の
聞
書
に
見
へ
た
り
。（
中
略
）
彼
書
に
禁
野
の
雉
の
事
、
押

紙
に
被
注
也
。
昔
、
仁
徳
天
皇
御
悩
有
時
に
相
者
云
、
彼
雉
の
た
ゝ
り
な
り
と
。

占
ふ
に
、
保
昌
卿
と
云
人
、
渡
唐
し
て
、
鷹
を
習
て
日
本
へ
帰
り
、
此
雉
を
あ

わ
す
る
に
、
彼
化
鳥
、
三
足
の
別
足
に
て
鷹
に
向
ふ
を
、
鶚
と
い
ふ
鷹
、
彼
足

の
三
有
て
羽
も
八
重
羽
の
雉
を
取
か
た
め
た
る
と
い
へ
り
。
其
鷹
は
し
た
い
と

云
也
。
鶚
と
書
也
。
此
名
あ
ま
り
に
秘
し
て
、
鶚
は
せ
う
と
云
鷹
也
と
注
之
。

又
云
。
鶚
。
ハ
ツ
。
ハ
シ
タ
イ
。
共
い
へ
り
。
口
傳
あ
り
。
難
注
事
也
。

こ
れ
は
、「
ま
ち
か
け
の
事
」
を
説
明
し
て
い
る
部
分
で
あ
る
。「
雉
の
足
を
別
足
と

い
ひ
な
ら
は
す
事
」
の
由
来
譚
と
し
て
、
禁
野
に
お
け
る
三
本
足
の
雉
退
治
譚
が
叙

述
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
仁
徳
天
皇
の
悩
み
を
解
消
す
る
た
め
に
「
保
昌
」
が
渡
唐

し
て
学
ん
だ
鷹
狩
り
の
術
で
三
本
足
の
雉
を
退
治
し
た
、
と
も
伝
え
る
。
雉
退
治
を

し
た
「
保
昌
」
は
未
詳
で
あ
る
が
、
右
掲
の
叙
述
に
よ
る
と
、
日
本
で
初
め
て
の
鷹

飼
と
さ
れ
て
い
る
。
本
話
も
ま
た
三
本
足
の
雉
に
関
す
る
祭
事
由
来
譚
の
異
伝
と
見

做
す
こ
と
が
出
来
よ
う
。

　

な
お
、
狂
言
『
禁
野
』
に
お
い
て
も
、
三
本
足
の
雉
退
治
の
モ
チ
ー
フ
が
引
用
さ

れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
元
禄
一
三
年
（
一
七
〇
〇
）
版
『
絵
入 

続
狂
言
記
』㉒

巻

四
の
七
「
禁
野
」
に
よ
る
と
、

　
　

 

扨
も
垂
古
天
王
の
御
時
、
此
野
に
て
御
狩
有
し
に
、
諸
鳥
迷
惑
し
て
、
血
の
涙

を
流
し
、
津
の
国
玉
作
り
天
王
寺
指
し
て
逃
げ
て
行
、
太
子
ふ
び
ん
に
思
召
、

王
位
に
御
異
見
有
て
、
そ
れ
よ
り
此
野
は
禁
野
と
成
、
其
後
三
足
の
雉
出
生
す
、

化
鳥
な
れ
ば
退
治
有
べ
し
と
て
、
御
鷹
を
合
さ
れ
候
へ
共
、
此
雉
の
尾
や
い
ば

の
剣
な
れ
ば
、
御
鷹
を
刺
し
落
し
申
間
、
鉄
に
て
鷹
を
作
り
、
い
つ
も
の
ご
と

く
合
け
れ
ば
、
彼
雉
誠
の
鷹
と
心
得
、
刺
せ
ど
も

く
刺
さ
れ
ず
候
所
に
、
誠

の
鷹
を
助
鷹
に
か
け
と
ら
せ
、
其
雉
を
神
に
斎
ゐ
、
雉
の
領
と
て
、
今
に
有
、

と
見
え
る
。
こ
れ
は
、シ
テ
の
大
名
が
禁
野
の
由
来
を
説
明
し
て
い
る
場
面
で
あ
る
。

こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
故
事
に
よ
る
と
、
聖
徳
太
子
が
制
定
し
た
禁
野
に
三
本
足

の
化
鳥
の
雉
が
現
れ
た
た
め
、
鉄
の
鷹
を
作
っ
て
退
治
し
た
と
い
う
。
退
治
さ
れ
た

雉
は
や
は
り
神
に
斎
く
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、「
三
本
足
の
雉
退
治
」
譚
の
モ
チ
ー
フ
は
、
そ
の
雉
を
退
治
す

る
鷹
飼
の
名
誉
譚
で
あ
る
と
と
も
に
、
三
本
足
の
雉
に
ま
つ
わ
る
神
事
・
祭
事
の
由

来
を
説
き
明
か
す
も
の
で
も
あ
る
。
そ
の
神
事
や
祭
事
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も

の
か
は
不
明
で
あ
る
。
が
、
お
そ
ら
く
は
贄
鷹
の
神
事
に
類
す
る
よ
う
な
も
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
贄
鷹
の
神
事
は
、
先
の
『
禰
津
松
鷂
軒
記
』
や
『
荒
井
流
鷹
書
』
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が
記
す
よ
う
に
、
鷹
そ
の
も
の
を
神
に
奉
る
以
外
に
、
鷹
狩
り
の
獲
物
を
供
え
る
儀

礼
も
あ
る㉓

。
三
本
足
の
雉
は
、
そ
れ
に
相
応
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
前
節

で
確
認
し
た
よ
う
に
、
調
子
家
の
鷹
書
に
は
、
鷹
の
神
事
に
関
す
る
礼
法
が
積
極
的

に
掲
載
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
家
の
由
緒
書
に
も
三
本
足
の
雉
説
話

を
記
載
し
た
の
で
は
な
い
か
。
下
毛
野
氏
の
家
伝
に
お
け
る
鷹
術
伝
承
に
も
モ
チ
ー

フ
に
祭
儀
的
な
要
素
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。

お
わ
り
に　

　

以
上
、
山
城
国
乙
訓
郡
調
子
庄
に
拠
し
た
下
毛
野
氏
の
鷹
術
伝
承
を
め
ぐ
っ
て
、

調
子
氏
に
伝
来
し
た
鷹
書
を
手
が
か
り
に
考
察
を
進
め
て
き
た
。
調
子
家
の
鷹
書
に

は
、
贄
鷹
の
神
事
に
類
す
る
よ
う
な
礼
法
の
記
載
が
見
え
る
。
そ
れ
は
、
公
家
流
の

鷹
術
に
は
見
ら
れ
な
い
礼
法
で
、
諏
訪
流
の
鷹
術
と
も
異
質
な
も
の
で
あ
る
。
調
子

家
の
鷹
書
の
独
自
な
礼
法
と
い
え
る
。

　

ま
た
、
下
毛
野
氏
の
家
伝
に
お
け
る
由
緒
書
が
記
載
す
る
交
野
の
禁
野
の
鷹
術
伝

承
（
三
本
足
の
雉
の
伝
承
）
も
、
神
事
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
類
推
さ
れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
第
三
節
で
挙
げ
た
『
調
子
家
由
緒
書
』
冒
頭
に
記
さ
れ
る
調
子
家
知

行
の
諸
所
の
う
ち
、
交
野
の
禁
野
以
外
の
所
領
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
応
永

一
七
年
（
一
四
一
〇
）
一
一
月
一
九
日
付
「
調
子
武
遠
譲
状
」㉔

に

応
永
廿壬

九
年
十
一
月
七
日

調寅

子
庄
内
陸
段
永
代
買
得
仕
申
宝
寿
丸
（
花
押
）

譲
与　

山
城
国
乙
訓
郡
調
子
庄

　
　
　
　

并
江
州
左
散
所

　
　
　
　

丹
波
国
石
田
庄

　
　
　
　

河
内
国
右
散
所
但　
是
者
不
知
行
便
宜
以

御
機
嫌
可
歎
申
也

　
　
　
　

江
州
穴
尾
庄
但　
不
知
行
便
宜
以
御

機
嫌
可
歎
申
者
也

右
彼
所
者
、
下
毛
野
武
遠
相
伝
所
無
相
違
者
也
、
然
而
嫡
子
下
毛
野
春
光
丸
武

俊
所
譲
与
実
正
也
、
更
不
可
有
他
妨
、
両
御
所
様
奉
公
不
可
有
無
沙
汰
者
也
、

仍
譲
状
如
件
、

　

応
永
十
七
庚　

　

寅

年
十
一
月
十
九
日　
　
　

武
遠
（
花
押
）

と
見
え
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、『
調
子
家
由
緒
書
』
が
記
す
「
調
子
村
」「
丹
波
之
石

田
庄
」「
近
江
ニ
而
穴
尾
庄
」
は
、中
世
に
お
い
て
実
際
に
下
毛
野
氏
の
所
領
で
あ
っ

た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
ま
た
、『
調
子
家
由
緒
書
』
に
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
が
、

右
掲
の
記
事
に
見
え
る
よ
う
に
、
下
毛
野
氏
は
「
江
州
左
散
所
」「
河
内
国
右
散
所
」

も
知
行
し
て
い
た
。
こ
れ
は
、
下
毛
野
氏
が
主
家
の
近
衛
家
か
ら
与
え
ら
れ
、
代
々

領
し
た
土
地
で
あ
る㉕

。
な
お
、
丹
波
国
石
田
庄
と
近
江
国
の
穴
尾
（
太
）
庄
も
散
所

と
関
係
す
る
土
地
で
あ
る
ら
し
い㉖

。『
調
子
家
系
譜
』㉗

に
は
、
一
一
世
紀
後
半
か
ら

一
二
世
紀
前
期
の
人
物
で
あ
る
「
武
忠
」
以
来
、「
散
所
長
」「
知
行
散
所
雑
色
」
と

注
記
さ
れ
る
人
物
が
代
々
続
く
。
こ
の
よ
う
に
、
下
毛
野
氏
が
近
衛
家
の
散
所
を
預

か
り
、
経
済
基
盤
を
掌
握
し
て
い
っ
た
経
緯
に
つ
い
て
は
中
原
俊
章
氏
の
論
に
詳
し

い㉘

。
散
所
経
営
は
、
下
毛
野
氏
の
最
も
重
要
な
収
入
源
で
あ
っ
た
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
下
毛
野
氏
の
職
務
に
つ
い
て
考
え
る
と
き
、
交
野
の
禁
野
の
知

行
以
外
に
各
地
の
散
所
支
配
が
あ
っ
た
こ
と
は
無
視
で
き
な
い
。
中
世
に
お
い
て
散

所
を
支
配
す
る
散
所
長
は
、
同
所
に
居
住
し
た
下
級
宗
教
者
や
芸
能
者
た
ち
の
長
的

な
存
在
で
あ
っ
た
。
そ
れ
な
ら
ば
、
下
毛
野
氏
側
か
ら
発
信
さ
れ
る
鷹
術
伝
承
に
神

事
的
な
要
素
が
窺
え
る
の
も
、
あ
る
い
は
下
毛
野
氏
の
こ
の
職
務
が
関
連
し
て
い
る

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　

下
毛
野
氏
の
鷹
術
に
つ
い
て
は
、
散
所
と
関
わ
る
同
氏
の
職
掌
を
踏
ま
え
、
神
事

と
し
て
そ
の
本
質
を
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

注①　
『
柳
庵
雑
筆
』
二
（
日
本
随
筆
全
集
第
七
巻
所
収
）
に
よ
る
。



九

下
毛
野
氏
の
鷹
術
伝
承

9

②　

日
本
史
研
究
の
分
野
で
は
、森
末
義
彰
「
散
所
考
」（「
史
学
雑
誌
」
五
〇
の
七
・
八
、

後
に
『
中
世
の
社
寺
と
芸
術
』〈
畝
傍
書
房
、
一
九
四
一
年
一
一
月
〉
所
収
）、
網
野

善
彦
『
日
本
の
歴
史
一
〇
蒙
古
襲
来
』（
小
学
館
、
一
九
七
四
年
）、
中
原
俊
章
「
中

世
随
身
の
存
在
形
態
―
随
身
家
下
毛
野
氏
を
中
心
に
し
て
―
」（「
ヒ
ス
ト
リ
ア
」
第

六
七
号
、一
九
七
五
年
六
月
）
な
ど
が
あ
り
、日
本
文
学
の
分
野
で
は
、渡
辺
晴
美
「
下

毛
野
武
正
と
秦
兼
弘
―
『
今
物
語
』
第
四
四
話
よ
り
―
」（「
お
茶
の
水
女
子
大
学
人

文
科
学
紀
要
」
第
三
八
巻
、
一
九
八
五
年
三
月
）、
渡
辺
晴
美
「
下
毛
野
武
正
考
―
随

身
説
話
へ
の
再
検
討
―
」（「
国
語
と
国
文
学
」
第
六
二
―
三
、一
九
八
五
年
三
月
）、

槙
野
広
造「
一
一
世
紀
初
頭
の
下
毛
野
の
官
人
た
ち
」（「
平
安
文
学
研
究
」第
七
三
巻
、

一
九
八
五
年
六
月
）、鬼
頭
清
明「
上
毛
野
、下
毛
野
氏
の
系
譜
伝
承
と
氏
の
構
造
」（「
東

洋
大
学
大
学
院
紀
要
（
人
文
研
究
科
）」
第
二
六
巻
、
一
九
九
〇
年
二
月
）、
川
島
茂

裕
「
下
毛
野
公
時
と
金
太
郎
伝
説
の
成
立
」（「
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
」

弟
四
五
巻
、
一
九
九
二
年
一
二
月
）、
辻
田
豪
史
「「
綱
公
時
」
の
可
能
性
―
下
毛
野

氏
と
坂
田
氏
の
は
ざ
ま
―
」（「
古
典
遺
産
」
第
五
三
巻
、
二
〇
〇
三
年
九
月
）
な
ど

が
あ
る
。

③　

弓
野
正
武
「「
鷹
飼
渡
」
と
下
毛
野
氏
―
古
代
に
於
け
る
一
行
事
と
下
毛
野
氏
の
系

譜
に
つ
い
て
―
」（「
史
観
」
第
九
三
冊
、
一
九
七
六
年
三
月
）
で
、
大
臣
大
饗
の
鷹

飼
渡
と
下
毛
野
氏
の
関
連
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
の
が
そ
の
わ
ず
か
な
代
表
例
で

あ
ろ
う
。

④　

長
岡
京
市
教
育
委
員
会
、
一
九
九
九
年
三
月
。

⑤　

三
澤
成
博
編
著
『
鷹
詞
よ
り
見
た
る
『
和
訓
栞
』
の
研
究
』（
汲
古
書
院
、

二
〇
〇
一
年
四
月
）。

⑥　

遠
藤
和
夫
他
「
対
校
『
鷹
三
百
首
』」（「
和
洋
女
子
大
学
紀
要
」
三
五
号
）。

⑦　

鷹
書
研
究
会（
中
部
大
学
国
際
関
係
学
部
）『
鷹
の
書
―
諏
訪
藩
に
残
る『
鷹
書（
大
）』

の
翻
刻
と
注
解
―
』（
文
化
出
版
株
式
会
社
、
二
〇
〇
八
年
三
月
）。

⑧　

続
群
書
類
従
第
一
九
輯
中
所
収
。

⑨　
『
三
内
口
決
』（
群
書
類
従
第
二
十
七
輯
所
収
）
に
「
此
一
道
者
。
持
明
院
被
レ

預
二

申
譜
代
之
家
一

候
。
西
園
寺
之
一
代
。
与
二

持
明
院
一

依
レ

為
二

内
縁
一

粗
被
二

伝
授
一

了
。

仍
鷹
百
首
世
上
令
二

流
布
一

了
」
と
あ
る
。

⑩　

続
群
書
類
従
第
一
九
輯
中
所
収
。

⑪　

中
澤
克
昭
氏
「
持
明
院
家
の
歴
史
と
鷹
書
―
基
本
的
な
情
報
の
整
理
ま
で
―
」

（
二
〇
〇
八
年
五
月
一
七
日
鷹
書
研
究
会
例
会
で
の
口
頭
発
表
）。

⑫　

日
本
古
典
全
集
第
六
期
之
内
『
地
下
家
傳
一
』。

⑬　

群
書
類
従
第
一
九
輯
所
収
。

⑭　

続
群
書
類
従
第
一
九
輯
中
所
収
。

⑮　
『
長
岡
京
市
史
』
資
料
編
二
「
古
代
・
中
世
・
家
わ
け
」（
長
岡
京
市
役
所
、

一
九
九
二
年
三
月
）
所
収
。

⑯　

史
料
大
成
第
二
八
巻
所
収
。

⑰　

注
⑮
に
同
じ
。

⑱　
『
調
子
家
系
譜
』（『
長
岡
京
市
史
』
資
料
編
二
「
古
代
・
中
世
・
家
わ
け
」
所
収
）

な
ど
。

⑲　

注
⑮
に
同
じ
。

⑳　

続
群
書
類
従
第
一
九
輯
中
所
収
。

㉑　

続
群
書
類
従
第
一
九
輯
中
所
収
。

㉒　

新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
狂
言
記
』（
橋
本
朝
生
・
土
井
洋
一
校
注
、
岩
波
書
店
、

一
九
九
六
年
一
一
月
）
所
収
。

㉓　
『
放
鷹
』
第
二
編
「
鷹
と
礼
法
」（
宮
内
省
式
部
職
、
一
九
三
一
年
一
二
月
）

㉔　

注
⑮
に
同
じ
。

㉕　

永
徳
三
年
（
一
三
八
三
）
一
〇
月
一
一
日
付
「
管
領
斯
波
義
将
奉
書
」、
明
徳
三
年

（
一
三
九
二
）
閏
一
〇
月
九
日
付
「
管
領
細
川
頼
元
奉
書
案
」、応
永
三
年
（
一
三
九
六
）

八
月
二
二
日
付
「
管
領
斯
波
義
将
奉
書
」、
応
永
二
一
年
（
一
四
一
四
）
八
月
付
「
下

毛
野
武
俊
申
状
案
」（
以
上
、
す
べ
て
『
長
岡
京
市
史
』
資
料
編
二
「
古
代
・
中
世
・

家
わ
け
」
所
収
）。

㉖　

前
掲
注
②
森
末
義
彰
論
文
。

㉗　

注
⑮
に
同
じ
。

㉘　

前
掲
注
②
中
原
俊
章
論
文
。

〔
付
記
〕

本
稿
は
科
学
研
究
費
補
助
金
（
基
盤
研
究
Ｃ
、
課
題
番
号
２
０
５
２
０
|
８
９
、
研
究
代
表

者　

中
本
大
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。（

本
学
衣
笠
総
合
研
究
機
構
客
員
研
究
員
）


